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日
本
（
人
）
論
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
か
ん
じ
ん
の
仏
教
改
良
の
具
体
方
策
も
示
さ
れ
な
い
ま
ま
、「
日
本

宗
教
論
」
は
連
載
途
上
、
突
如
と
し
て
中
絶
し
た
。
円
了
の
体
調
悪
化
の
せ
い
で
は

な
い
。
本
も
読
め
な
い
ほ
ど
衰
弱
し
て
い
た
は
ず
の
円
了
は
、
同
年
６
月
、
１
年
余
に

わ
た
る
外
遊
―
―
欧
米
各
国
「
政
教
」
視
察
―
―
を
決
行
し
、
そ
の
旅
先
か
ら
「
坐
な

か
ら
国
を
富
ま
す
の
秘
法
」（
以
下
「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
と
も
略
す
）
と
題
す
る

草
稿
を
送
り
つ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
日
本
が「
富
国
」を
目
指
す
な
ら
、

強
兵
・
殖
産
興
業
・
貿
易
・
植
民
の
政
策
を
放
擲
し
、
安
価
で
平
易
な
「
国
際
観
光
」

を
国
策
と
し
て
採
用
す
べ
し
と
主
唱
さ
れ
て
い
た
。
明
治
21
年
末
、
こ
の
新
た
な

―
―
奇
妙
な
―
―
論
考
が
、
創
刊
号
以
来
の
「
日
本
宗
教
論
」
に
代
わ
っ
て
『
日
本
人
』

に
掲
載
さ
れ
た
。「
日
本
宗
教
論
」
で
声
高
に
異
教
の
浸
入
阻
止
を
叫
ん
だ
舌
は
裏

返
り
、「
外
客
の
来
遊
」
こ
そ
富
国
の
基
と
断
言
さ
れ
て
、
日
本
人
に
と
っ
て
独
立

不
羈
の
精
神
と
さ
れ
た
仏
教
は
、
外
国
人
へ
の
便
宜
供
与
に
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

　
「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
は
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
タ
イ
ト
ル
や
今
日
の
観
光
立
国
政
策

を
先
取
り
し
た
か
の
よ
う
な「
先
進
性
」に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、

執
筆
・
掲
載
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
① 
折
か
ら
〈
条
約

改
正
〉
を
巡
っ
て
世
論
が
沸
騰
し
て
い
た
明
治
21
年
と
い
う
時
期
に
、
② 

敢
え
て

当
時
の
条
約
改
正
に
批
判
の
論
陣
を
張
っ
て
い
た
政
教
社
の
機
関
誌
『
日
本
人
』
に
、

③ 

事
も
あ
ろ
う
に
来
遊
外
国
人
へ
の
「
接
待
」
を
推
奨
す
る
評
論
を
、
④ 
畢
生
の

日
本
（
人
）
論
で
あ
る
「
宗
教
論
」
と
引
き
換
え
る
か
た
ち
で
掲
載
さ
せ
た
、
そ
の

４
点
の
理
由
で
あ
る
。

　

円
了
は
世
に
流
布
す
る
富
国
策
、
す
な
わ
ち
「
第
一
、
強
兵
説　

第
二
、
製
産
説　

第
三
、
通
商
説　

第
四
、
出
稼
説
」
を
片
っ
端
か
ら
否
定
し
、
更
地
と
な
っ
た
と
こ
ろ

に
「
世
間
未
た
其
の
説
を
主
唱
す
る
も
の
あ
る
を
見
」
な
い
と
称
す
る
「
坐
な
が
ら

富
国
論
」
を
構
築
し
て
い
く
の
だ
が
、
果
た
し
て
明
治
20
年
あ
た
り
、
国
際
観
光
は

国
策
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
実
現
可
能
性
を
有
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　

と
も
あ
れ
、
ま
ず
は
円
了
が
語
る
「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
の
骨
子
に
、
じ
っ
く
り

耳
を
傾
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

 

２
．「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
の
骨
子 

 
 （

１
）
基
本
コ
ン
セ
プ
ト

　

日
本
に
と
っ
て
急
務
の
課
題
は
「
富
国
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
異
を
唱
え
る
者
は

い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「〔
方
〕
策
」
と
な
る
と
意
見
が
分
か
れ
、
大
別
す
る
と

「
原
因
論
」
と
「
方
法
論
」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

原
因
論
は
、
日
本
の
「
富
ま
さ
る
」
理
由
を
「
奮
発
勉
励
す
る
気
力
」
及
び
「
協
同

団
結
す
る
の
精
神
」
の
欠
如
と
見
て
、
そ
の
気
力
と
精
神
二
者
の
「
発
育
」
す
な
わ
ち

１
．
円
了
の
変
心
│
│
宗
教
か
ら
観
光
へ

国
内
に
ゴ
ー
ジ
ャ
ス
な
ホ
テ
ル
を
建
て
、
外
国
人
観
光
客
を
日
本
に
呼
び

込
む
。

（
日
本
国
内
に
壮
大
安
逸
の
旅
館
を
設
立
し
て
外
人
の
来
遊
を
引
く
是
な
り
） 

　

こ
れ
ぞ
「
坐
な
か
ら
国
を
富
ま
す
の
秘
法
」
と
胸
を
張
っ
た
の
は
、
明
治
21
年
の

井
上
円
了
（
１
８
５
８
―
１
９
１
９
、
以
下
「
円
了
」
と
も
略
す
）
で
あ
る
。
こ
の

自
信
を
そ
の
ま
ま
タ
イ
ト
ル
に
し
た
評
論
が
、
明
治
21
年
11
月
か
ら
翌
年
１
月
に

か
け
て
、
政
教
社
の
機
関
誌
『
日
本
人
』
を
飾
っ
た
。

　

政
教
社
の
「
名
付
け
親
」
と
さ
れ
る
円
了
は
、
こ
の
年
４
月
の
同
誌
創
刊
号
以
来

「
日
本
宗
教
論
」
を
連
載
し
て
い
た
。
そ
の
「
緒
論
」
の
冒
頭
に
は
、「
両
三
年
以
来

不
幸
に
し
て
病
気
に
罹
り
一
旦
読
書
著
作
を
廃
」
す
る
ま
で
に
体
調
を
崩
し
て
い
た

が
、
政
教
社
「
創
業
の
一
人
」
と
し
て
「
脳
海
の
全
力
を
竭
し
て
飽
く
ま
て
『
日
本
人
』

発
行
の
旨
趣
を
称
揚
」
し
、
国
民
の
「
悉
く
同
意
同
賛
の
意
を
表
せ
し
め
ん
」
と
の

執
筆
意
図
が
記
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
不
惜
身
命
の
覚
悟
と
決
意
で
選
ば
れ
た
テ
ー
マ
が
宗
教
、
と
り
わ
け
仏
教
の

改
良
だ
っ
た
。
円
了
に
と
っ
て
仏
教
と
は
、「
日
本
人
た
る
精
神
思
想
を
存
し
日
本
人

の
日
本
人
た
る
習
慣
遺
伝
を
保
た
し
む
る
」
も
の
で
、「
仏
教
を
護
持
拡
張
す
る
は

即
ち
日
本
人
を
し
て
日
本
人
た
ら
し
め
日
本
人
を
し
て
独
立
対
抗
せ
し
め
る
要
法
」

で
も
あ
っ
た
。「
日
本
宗
教
論
」
で
円
了
は
「
日
本
人
」
を
連
呼
し
、
明
治
20
年
前
後

の
国
情
を
憂
え
た
。
日
本
全
体
の
性
急
で
手
放
し
の
「
西
洋
化
」
を
嘆
き
、「
日
本
人

を
し
て
其
形
を
西
洋
に
し
其
色
を
西
洋
に
し
其
耳
目
を
西
洋
に
し
其
脳
髄
を
西
洋
に

し
其
風
俗
宗
教
言
語
文
章
坐
作
進
退
に
至
る
ま
て
悉
く
之
を
し
て
西
洋
な
ら
し
め
ば
」

と
、
今
度
は
「
西
洋
」
を
連
打
し
て
「
其
人
已
に
日
本
人
に
あ
ら
す
其
国
已
に
日
本

国
に
あ
ら
さ
る
へ
し
」
と
痛
罵
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
後
、
当
時
仏
教
界
（
僧
侶
）
の

堕
落
を
批
判
し
、
本
論
の
「
僧
侶
活
用
仏
教
改
良
の
方
案
」
に
向
か
う
の
だ
が
、「
日
本

宗
教
論
」
の
本
旨
は
、
一
宗
教
上
の
問
題
で
は
な
く
、
宗
教
（
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
対
比
）
を
通
し
て
、「
日
本
人
の
日
本
人
た
る
所
以
」
を
論
じ
る
、
円
了
渾
身
の
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・
日
本
的
な
趣
味
や
風
味
が
国
際
的
に
普
及
す
る
こ
と
。

・
日
本
的
な
装
飾
や
遊
興
が
外
国
人
に
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

②
間
接
利
益
の
中
の
間
接
的
な
利
益

・
日
本
（
人
）
の
産
業
が
興
隆
す
る
こ
と
。

・
社
会
改
善
の
一
助
と
な
る
こ
と
。

・
外
交
上
に
有
利
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
。

　

こ
の
よ
う
な
効
果
が
な
ぜ
も
た
ら
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
も
そ
も
①
「
避
暑
養
病

に
漫
遊
す
る
旅
客
」
は
富
裕
層
で
、
②
「
一
ケ
月
若
く
は
四
五
ケ
月
の
長
き
時
日
」

滞
在
し
、
③
「
愉
快
の
旅
行
」
に
「
余
分
の
金
」
を
使
い
、「
奇
を
好
む
の
情
」
が

あ
る
か
ら
だ
。「
毎
年
五
千
人
の
旅
客
来
り
て
各
五
百
円
づ
つ
を
費
す
と
き
は
我
が

邦
に
得
る
所
の
金
二
百
五
十
万
円
」
と
な
り
、
こ
れ
を
年
平
均
額
と
す
る
と
、
第
１

の
直
接
利
益
は
今
後
「
僅
々
五
六
年
の
後
に
は
数
百
万
乃
至
千
万
の
金
」
が
見
込
ま

れ
る
。

　

こ
の
直
接
利
益
だ
け
で
も
十
分
「
国
を
富
ま
す
」
に
足
る
金
額
だ
が
、
さ
ら
に

莫
大
な
の
は
第
２
の
間
接
利
益
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
金
額
換
算
す
る
と
、
年
間
総
額

で
数
千
万
円
は
下
ら
な
い
。

　

以
上
の
如
く
、
こ
の
秘
法
は
実
行
容
易
で
か
つ
大
き
な
利
益
を
生
み
出
す
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
す
べ
て
の
日
本
国
民
に
こ
の
秘
法
を
推
奨
す
る
理
由
で
あ
る
。

（
４
）
実
行
上
の
留
意
点

　

だ
が
、
こ
の
方
法
を
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
い
く
つ
か
留
意
す
べ
き
事
項
も

あ
る
。

　

第
１
に
、
建
設
す
る
ホ
テ
ル
（「
旅
館
」）
は
、
欧
米
各
地
の
も
の
と
遜
色
の
な
い

よ
う
に
、
可
能
な
限
り
大
規
模
か
つ
使
い
勝
手
の
良
い
施
設
に
す
る
こ
と
。
何
よ
り

も
外
国
人
旅
客
の
意
に
沿
い
、「
安
逸
快
楽
」
を
与
え
る
よ
う
に
心
が
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

第
２
に
、
国
内
（「
内
地
」）
旅
行
の
た
め
の
交
通
の
便
を
よ
く
し
、
ガ
イ
ド
（「
案

内
者
」）
を
設
置
し
て
全
く
日
本
語
の
わ
か
ら
ぬ
外
国
人
で
あ
っ
て
も
、
不
便
を
感
じ

さ
せ
な
い
よ
う
に
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
３
に
、
各
地
で
建
設
す
る
旅
館
は
互
い
に
連
携
し
、
規
則
を
統
一
し
て
丁
寧
か
つ

親
切
に
旅
客
に
応
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
４
に
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（「
案
内
道
中
記
」）、
可
能
な
限
り
広
く
世
界
各
地
に

配
布
す
る
こ
と
。
欧
米
各
地
の
汽
船
・
汽
車
の
停
留
所
、
ホ
テ
ル
に
も
数
部
ず
つ

配
布
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
５
）
事
業
主
体　

　

こ
の
秘
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、「
一
大
会
社
」
の
設
立
が
求
め
ら
れ
る
。
現
状

に
お
い
て
も
箱
根
、
熱
海
、
伊
香
保
等
に
洋
風
ホ
テ
ル
が
あ
る
が
、
西
洋
人
に
は

全
く
適
し
て
い
な
い
。
し
か
も
日
本
人
の
悪
弊
と
し
て
「
過
分
の
金
」
を
旅
客
に

請
求
し
て
外
国
人
の
信
用
を
な
く
し
、
さ
ら
に
は
薄
情
で
不
親
切
な
振
る
舞
い
も

横
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
西
洋
の
事
情
を
知
ら
ず
、
か
つ
長
期
的
視
野
を
欠
い
た
者
が

ホ
テ
ル
を
経
営
し
て
い
る
せ
い
だ
。
次
の
手
順
で
こ
の
秘
法
を
実
施
す
れ
ば
、
欧
米
に

比
肩
し
得
る
ホ
テ
ル
展
開
が
可
能
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
西
洋
の
事
情
に
通
じ
、
財
産
を
有
す
る
者
か
ら
有
志
を
募
り
、
そ
の
有
志
の

者
の
共
同
出
資
に
よ
り
「
一
大
会
社
」
を
設
立
す
る
。
そ
し
て
当
該
会
社
が
各
地
に

「
壮
大
」
な
ホ
テ
ル
を
建
設
し
、
外
国
人
旅
客
の
信
用
を
失
わ
な
い
よ
う
、
各
ホ
テ
ル

の
利
用
規
則
を
共
通
化
す
る
の
で
あ
る
。

「
教
育
と
経
験
の
二
者
」
を
主
張
す
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
「
教
育
上
人
民
を
薫
陶

し
て
此
気
力
精
神
を
発
育
せ
し
む
る
」
方
法
は
、「
歳
月
」
と
「
費
用
」
が
か
か
る
。

先
に
「
財
を
養
ふ
の
方
」
す
な
わ
ち
「
富
国
」
が
達
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
実
現
で
き

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
原
因
論
は
順
逆
と
言
え
る
。

　

後
者
の
立
場
か
ら
は
、「
強
兵
説
」・「
製
産
説
」・「
通
商
説
」・「
出
稼
説
」
の
４
説

が
主
張
さ
れ
る
が
、
共
通
の
難
点
が
あ
る
。

　

第
１
に
「
過
分
の
時
日
を
要
す
る
こ
と
」。
す
な
わ
ち
「
即
時
に
実
行
」
で
き
な
い
。

第
２
に
「
過
分
の
資
金
を
要
す
る
こ
と
」。
す
な
わ
ち
「
富
国
」
が
先
決
で
あ
る
。

第
３
に
「
日
本
今
日
の
〔
…
…
〕
進
歩
〔
…
…
〕
勢
力
」
は
、「
之
れ
を
実
行
す
る
の

地
位
に
達
」
し
て
い
な
い
こ
と
。
そ
し
て
、
第
４
に
「
日
本
今
日
の
人
其
策
を
実
行

す
る
に
適
せ
ざ
る
こ
と
」。
す
な
わ
ち
日
本
人
の
「
教
育
〔
…
…
〕
習
慣
〔
…
…
〕

才
力
〔
…
…
〕
精
神
」
の
い
ず
れ
も
が
、
こ
れ
を
実
行
で
き
る
段
階
に
達
し
て
お
ら
ず
、

無
理
に
実
行
し
て
も
、
満
足
な
成
果
は
得
ら
れ
な
い
。

　

富
国
策
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
留
意
す
べ
き
は
、
次
の
４
項
目
で
あ
る
。
第
１
、

最
少
の
時
間
で
所
期
の
目
的
が
達
成
で
き
る
こ
と
。
第
２
、
最
少
の
資
金
で
多
大
の

利
益
が
獲
得
で
き
る
こ
と
。
第
３
、
今
日
の
日
本
に
お
い
て
、
簡
単
に
実
行
で
き
る

こ
と
。
第
４
、
今
日
の
日
本
人
が
、
即
時
に
実
行
で
き
る
こ
と
。

　

さ
て
、
こ
こ
に
示
す
「
国
を
富
ま
す
の
秘
法
」
は
こ
れ
ら
諸
点
を
ク
リ
ア
す
る
も
の

だ
が
、
そ
の
披
瀝
の
前
に
、
前
提
と
し
て
付
言
し
て
お
く
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、「
日
本

を
富
ま
し
て
西
洋
各
国
に
競
争
対
立
す
る
は
難
中
の
難
事
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

「
如
何
な
る
名
策
良
案
」
で
あ
っ
て
も
「
多
少
の
困
難
」
が
あ
る
の
は
止
む
を
得
な
い

と
了
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。
第
２
に
、
富
国
策
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
「
最
も
平
易

即
時
に
実
行
す
べ
き
も
の
」
を
優
先
す
べ
き
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
我
が
「
坐
な
か
ら
国
を
富
ま
す
の
秘
法
」
は
、
そ
の

「
最
も
平
易
に
し
て
即
時
に
実
行
」
可
能
な
比
較
優
位
の
富
国
策
、
す
な
わ
ち
「
日
本

国
内
に
壮
大
安
逸
の
旅
館
を
設
立
し
て
外
人
の
来
遊
を
引
く
是
な
り
」。

（
２
）
実
施
プ
ラ
ン

　

こ
の
秘
法
は
、
次
の
２
つ
の
こ
と
を
行
う
だ
け
だ
。

　

第
１
条　

日
本
国
内
の
名
所
及
び
都
会
の
各
所
に
、「
壮
大
の
旅
館
」
を
建
て
る

こ
と
。

　

第
２
条　

旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（
案
内
書
及
び
地
図
）
を
作
成
し
、
海
外
の
主
要

港
や
都
市
に
配
置
す
る
こ
と
。

　

つ
ま
り
「
外
国
人
の
来
遊
を
待
つ
の
策
」
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
安
上
が
り
で
、
簡
単

に
実
行
で
き
る
。
ま
さ
し
く
秘
法
で
は
な
い
か
。

（
３
）
事
業
効
果　

　

し
か
も
、
効
果
覿
面
だ
。「
旅
客
よ
り
得
る
所
の
金
」
は
直
接
利
益
と
間
接
利
益
に

大
別
さ
れ
、「
一
国
歳
入
の
一
部
分
と
な
り
国
を
富
す
の
利
益
」
が
期
待
で
き
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
秘
法
の
実
施
に
よ
る
利
益
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

　

第
１　

直
接
利
益
と
し
て
、
外
国
人
旅
行
者
の
国
内
消
費
額
。

　

第
２　

間
接
利
益
は
、
次
の
２
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。

①
間
接
利
益
の
中
の
直
接
的
な
利
益

・
日
本
の
物
産
が
土
産
品
と
し
て
諸
外
国
に
持
ち
帰
ら
れ
る
こ
と
。

・
日
本
産
品
の
有
用
さ
が
国
外
に
周
知
さ
れ
る
こ
と
。

NARASIA  │  STUDYEuro-NARASIA  │  STUDY REPORT

EU_NARASIA_Q_22.indd   56-57EU_NARASIA_Q_22.indd   56-57 2022/10/03   16:562022/10/03   16:56



59 58
October 2022

Rumblings 7 Qs about New Possibilties
for NARA ←�セクションマーカー

で設定

（
９
）
結
語

　

西
洋
に
旅
行
し
て
驚
く
の
は
、
ホ
テ
ル
が
旅
客
の
便
宜
を
重
視
し
、
そ
の
「
安
逸

快
楽
」
に
細
心
の
注
意
を
払
い
、
旅
客
の
関
心
を
惹
く
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
作
ら
れ
て

い
る
こ
と
だ
。
日
本
で
「
一
大
会
社
」
を
興
し
、
こ
の
秘
法
を
実
行
す
る
な
ら
ば
、

欧
米
並
み
の
ホ
テ
ル
展
開
は
極
め
て
容
易
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
事
業
に
は
多
少
の
困
難
が
つ
き
も
の
だ
が
、
他
の
富
国
策
す
な
わ
ち

「
我
人
民
に
西
洋
同
様
の
産
業
を
与
へ
て
俄
か
に
西
洋
同
様
の
」
産
業
立
国
を
目
指
す

こ
と
な
ど
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
「
平
易
」
に
実
行
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
れ
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
は
毎
年
数
千
万
を
下
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
こ
の

秘
法
を
実
行
す
る
こ
と
が
「
今
日
今
時
の
急
務
」
と
す
る
理
由
で
あ
る
。

　

た
だ
、
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
秘
法
さ
え
実
行
す
れ
ば
「
兵
備
も
拡
張

す
る
」
こ
と
も
、「
製
産
を
奨
励
す
る
」
こ
と
も
「
通
商
を
盛
ん
に
す
る
」
こ
と
も
、

全
て
必
要
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
難
事
業
で
あ
る
か
ら
簡
単

に
は
手
を
付
け
ら
れ
な
い
。
一
方
「
余
か
国
を
富
ま
す
の
秘
法
」
は
、
今
す
ぐ
に

で
も
着
手
可
能
な
方
法
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
こ
の
方
法
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
る
と

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
方
法
に
よ
っ
て
利
益
を
得
れ
ば
、
兵
備
の
拡
張
や
機
器
の
購
入
、
あ
る
い
は

工
場
の
設
立
に
投
資
で
き
る
。
ま
さ
し
く
「
坐
な
か
ら
国
を
富
ま
す
秘
法
」
で
は

な
い
か
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
渡
る
、
大
西
洋
上
で
「
想
出
せ
し
新
案
」

で
、
そ
の
腹
案
の
ま
ま
述
べ
て
い
る
。　

　

ぜ
ひ
と
も
「
愛
国
者
の
批
評
を
乞
は
ん
と
す
。」

 

３
．「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
に
立
ち
は
だ
か
る
壁

　

海
外
に
い
た
円
了
は
、
自
ら
描
い
た
「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
を
自
賛
し
、
最
後
に

「
愛
国
者
の
批
評
を
乞
」
う
と
自
信
を
漲
ら
せ
る
の
だ
が
、
批
評
を
乞
わ
れ
た
―
―
政
教

社
の
同
人
を
は
じ
め
と
す
る
―
―
「
愛
国
者
」
の
人
た
ち
は
、
さ
ぞ
や
戸
惑
っ
た
で

あ
ろ
う
。
明
治
21
年
当
時
、
こ
の
国
は
条
約
改
正
を
巡
っ
て
、
大
揺
れ
に
揺
れ
て

い
た
。
と
り
わ
け
「
内
地
雑
居
」
の
是
非
は
、
国
論
を
二
分
す
る
大
問
題
と
な
っ
て

い
た
。

　

内
地
雑
居
と
は
、
国
内
に
お
け
る
日
本
人
と
同
様
の
権
利
を
外
国
人
に
も
認
め
る

こ
と
を
意
味
し
た
。
権
利
に
は
居
住
や
営
業
の
ほ
か
、
自
由
な
内
地
（
国
内
）
旅
行

も
含
ま
れ
て
い
た
。
円
了
が
訴
求
対
象
と
し
た
「
愉
快
の
旅
行
」
を
す
る
外
国
人
は
、

原
則
と
し
て
「
遊
歩
規
程
」
に
縛
ら
れ
、
各
開
港
場
の
「
居
留
地
」
か
ら
、
当
時
の

ほ
ぼ
日
帰
り
圏
と
言
え
る
10
里
（
約
40
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
外
に
は
出
ら
れ
な
か
っ
た
。

外
国
人
の
宿
泊
を
伴
う
、
と
り
わ
け
「
愉
快
の
旅
行
」
は
、
基
本
的
に
は
許
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

遊
歩
規
程
も
居
留
地
の
制
度
も
、
粗
く
言
え
ば
「
不
平
等
条
約
」
上
の
領
事
裁
判
権

と
引
き
替
え
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
外
国
人
の
内
地
旅
行
の
実
現
、
言
い
換
え
れ
ば
、

交
通
の
便
を
良
く
し
、
外
国
人
の
内
地
旅
行
に
便
宜
を
与
え
る
こ
と
で
成
り
立
つ

「
秘
法
」
の
実
現
は
、
ひ
と
え
に
条
約
改
正
の
成
否
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

先
の
事
業
効
果
で
触
れ
た
よ
う
に
、
円
了
は
「
五
六
年
の
後
に
、
一
定
の
成
果
を

見
込
ん
で
い
た
。
明
治
21
年
か
ら
26
、
７
年
あ
た
り
ま
で
を
当
面
の
計
画
期
間
と

考
え
た
と
き
、
果
た
し
て
円
了
の「
坐
な
が
ら
富
国
論
」は
、「
強
兵
説
」・「
製
産
説
」・

「
通
商
説
」・「
出
稼
説
」
に
優
位
す
る
国
策
と
し
て
機
能
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

 

（
６
）
市
場
規
模　

　

他
国
の
状
況
を
眺
め
る
と
、
米
国
か
ら
欧
州
に
向
か
う
客
船
は
「
毎
日
少
く
も

一
二
艘
」
あ
り
、
夏
期
の
「
多
き
と
き
は
千
人
」
を
超
え
る
。「
上
等
船
客
四
百
余
名

其
十
分
の
九
亜
米
利
加
人
の
仏
蘭
西
、
瑞
西
の
間
に
遊
ふ
も
の
な
り
と
云
ふ
」 

か
ら
、

「
亜
米
利
加
人
の
毎
年
仏
国
に
遊
ぶ
も
の
万
」
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

「
友
人
曰
く
仏
国
の
富
を
な
す
所
以
年
々
外
国
人
の
其
地
に
来
り
て
金
を
散
す
る
」

よ
り
生
じ
、「
余
が
聞
く
所
に
よ
る
に
仏
国
の
富
は
輸
出
物
産
よ
り
得
る
に
あ
ら
す

し
て
外
人
の
来
遊
せ
る
者
よ
り
得
る
と
云
」
う
。
こ
れ
か
ら
し
て
も
、「
外
人
の
来
遊

よ
り
得
る
所
の
金
は
極
め
て
大
」
な
る
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
だ
。

　
「
此
の
事
を
聞
」
け
ば
、「
日
本
国
の
富
を
謀
ら
ん
と
欲
せ
は
外
国
人
の
来
遊
を
待
つ

の
策
」
が
最
善
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 （
７
）
誘
客
要
素

　

さ
て
、
何
よ
り
日
本
は
秘
法
た
る
「
此
事
業
を
実
行
す
る
に
」
適
し
て
い
る
国

な
の
だ
。「
第
一
に
気
候
温
和
に
し
て
〔
…
〕
第
二
に
土
地
、
風
景
に
富
み
〔
…
〕

第
三
に
陸
に
天
然
の
温
泉
あ
り
海
に
天
然
の
浴
湯
あ
る
こ
と
第
四
に
日
本
は
旧
国

な
る
を
以
て
歴
史
上
の
旧
跡
甚
た
多
き
こ
と
第
五
に
古
刹
旧
社
其
他
古
代
の
美
術

奇
観
今
尚
ほ
存
」
し
て
お
り
、「
欧
米
各
国
人
の
来
遊
場
と
な
す
は
決
し
て
難
き
こ
と
」

で
は
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
誘
客
要
素
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
配
意
が

必
要
で
あ
る
。

　

第
１
に
「
山
川
の
風
景
」
を
保
存
す
る
こ
と
。
第
２
に
「
旧
地
古
跡
社
寺
等
」
を

保
存
す
る
こ
と
。
第
３
に
「
絵
画
彫
刻
古
器
物
」
を
保
存
す
る
こ
と
。
第
４
に
「
美
術
」

を
奨
励
す
る
こ
と
。
第
５
に
「
鉄
路
」
の
敷
設
に
あ
た
っ
て
は
風
景
の
良
い
場
所
を

選
ぶ
こ
と
。
そ
し
て
第
６
と
し
て
「
公
園
遊
場
博
物
館
等
」
を
改
修
し
、
規
模
を

「
盛
大
」
に
す
る
こ
と
。

 （
８
）
訴
求
対
象

　

誰
も
が
抱
く
疑
問
は
、「
日
本
に
旅
館
を
設
け
て
年
々
幾
多
の
来
遊
人
を
得
」
ら
れ
る

か
ど
う
か
だ
ろ
う
。
確
か
に
未
だ
「
日
本
に
来
遊
す
る
者
」
は
少
な
い
。
だ
が
、
そ
の

理
由
は
「
日
本
の
事
情
を
知
ら
」
ず
、
ま
た
「
旅
館
食
用
の
其
宜
き
を
得
」
な
い
か
ら

だ
と
聞
い
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
「
香
港
上
海
印
度
新
嘉
坡
等
の
諸
方
に
あ
る
人
民
」
は
、「
暑
を
日
本
に

避
く
る
者
年
一
年
よ
り
増
加
す
と
云
ふ
」
か
ら
、「
此
人
民
の
み
に
て
も
毎
年
二
三
千

人
乃
至
一
万
人
位
の
人
」
は
誘
引
で
き
る
は
ず
だ
。「
適
宜
の
旅
館
を
設
け
細
密
の

道
中
記
を
作
り
て
、
広
く
亜
米
利
加
及
び
濠
州
の
人
民
に
日
本
の
事
情
を
知
ら
し
む
る

と
き
は
、
毎
年
数
十
万
の
人
を
日
本
に
致
す
こ
と
」
は
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
は

「
我
邦
に
適
値
の
旅
館
を
得
る
と
き
は
〔
…
〕
欧
州
各
国
の
人
を
も
此
に
来
遊
す
る
に

至
る
」
だ
ろ
う
。

　

な
ぜ
な
ら
「
日
本
は
衛
生
上
学
術
上
及
ひ
歓
楽
上
の
便
を
有
」
し
、
ま
た
「
物
価

一
般
に
安
」
く
、
何
よ
り
「
外
国
人
は
至
て
旅
行
を
好
む
の
風
習
」
あ
る
か
ら
、
日
本

は
「
世
界
周
遊
者
の
〔
…
〕
休
息
地
」
と
し
て
最
適
の
土
地
な
の
で
あ
る
。

　

誘
客
対
象
は
こ
う
だ
。
ま
ず
「
第
一
に
熱
帯
地
方
の
西
洋
人
〔
…
〕、
第
二
に
亜
米

利
加
及
濠
州
人
、
第
三
に
欧
州
各
国
人
を
引
く
」
手
順
で
進
め
る
。
確
か
に
「
俄
か
に

旅
館
を
建
つ
る
も
仏
蘭
西
の
如
き
好
結
果
を
得
る
こ
と
」
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、「
我
邦
相
応
の
利
益
」
は
充
分
に
見
込
め
る
は
ず
だ
。「
諸
状
況
に
よ
り
て
考
ふ
る

に
、
我
か
日
本
に
適
便
の
旅
館
を
建
設
す
れ
ば
毎
年
五
千
人
乃
至
一
万
の
外
国
人
を

入
る
ゝ
」
こ
と
は
、
決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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と
う
な
議
論
だ
が
、
一
皮
剥
け
ば
「
内
地
雑
居
」
絶
対
反
対
の
嫌
外
・
排
外
論
で
、

安
部
井
ら
は
建
議
上
程
と
前
後
し
、
院
外
で
は
「
外
国
人
が
条
約
違
反
を
敢
え
て
し

居
る
」
と
喧
伝
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
結
果
だ
ろ
う
、
英
国
公
使
館
雇
牧
師
が
、

日
本
人
に
「
殴
打
暴
行
」
さ
れ
る
事
件
が
勃
発
し
た
。

　

こ
の
事
件
の
顛
末
は
、
直
ち
に
在
邦
英
国
公
使
館
か
ら
本
国
に
打
電
さ
れ
た
。
電
報

に
は
「
伊
藤
内
閣
は
衆
議
院
内
の
是
等
排
外
的
〔
…
〕
各
政
党
派
を
制
禦
し
得
な
い
」

と
の
情
報
も
付
さ
れ
て
い
た
。

　

英
国
政
府
は
隠
密
裏
に
進
め
て
い
た
日
本
と
の
条
約
改
正
交
渉
を
打
ち
切
り
、
妥
結

内
容
も
破
棄
し
た
。
英
国
の
決
定
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
が
、
明
治
26
年
12
月

28
日
、
陸
奥
外
相
が
条
約
改
正
断
行
を
宣
言
し
、
安
部
井
の
励
行
案
を
粉
砕
し
た
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
前
日
で
あ
っ
た
。

　

翌
年
の
第
６
議
会
冒
頭
の
伊
藤
の
演
説
も
、
院
内
対
外
硬
派
へ
の
「
脅
迫
」
と
い
う

よ
り
は
、
英
国
政
府
へ
の
弁
明
と
、
不
退
転
の
決
意
を
表
明
す
る
意
味
が
大
き
か
っ
た
。

だ
が
政
府
の
押
さ
え
込
み
に
よ
っ
て
条
約
改
正
へ
の
反
対
論
は
沈
静
す
る
ど
こ
ろ
か
、

か
え
っ
て
強
勢
を
増
し
、
内
閣
不
信
任
の
上
奏
案
や
条
約
改
正
方
針
反
対
に
関
す
る

建
議
案
が
相
次
い
だ
。
衆
議
院
は
二
期
連
続
で
解
散
と
な
る
。

　

こ
れ
が
「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
で
、
円
了
が
一
定
の
成
算
を
見
込
ん
だ
明
治
26
、

７
年
の
状
況
――
世
情
を
背
景
に
し
た
衆
議
院
の
大
勢
と
政
府
の
対
応
――
で
あ
っ
た
。

先
に
引
用
し
た
陸
奥
の
演
説
中
「
四
五
百
万
円
の
金
額
は
我
国
中
〔
…
〕
を
知
ら
ず

識
ら
ず
の
間
に
富
ま
し
て
居
る
」
と
の
発
言
に
、「
我
日
本
帝
国
を
ば
四
五
百
万
で

売
っ
て
も
宜
い
」
と
い
う
大
臣
で
は
「
到
底
此
の
条
約
の
改
正
〔
は
〕
覚
束
な
い
」

と
壇
上
で
息
巻
く
議
員
さ
え
い
た
。
外
国
人
旅
客
の
意
に
沿
い
、
旅
客
に
「
安
逸

快
楽
」
を
与
え
、「
日
本
国
内
に
壮
大
安
逸
の
旅
館
を
設
立
し
て
外
人
の
来
遊
を
引
く
」

政
策
が
、
広
く
世
論
の
支
持
を
得
ら
れ
た
と
は
、
と
う
て
い
思
え
な
い
。

　

で
は
、
円
了
執
筆
時
の
明
治
21
年
前
後
な
ら
、
外
国
人
の
自
由
な
国
内
旅
行
が

実
現
す
る
条
約
改
正
に
、
明
る
い
未
来
が
開
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

 （
２
）
口
に
も
出
せ
な
い
「
富
国
論
」
│
│
明
治
21
年
前
後
の
対
外
世
論
│
│

　

井
上
馨
（
外
務
卿
・
外
相
）
は
、
明
治
15
年
の
条
約
改
正
予
議
会
、
明
治
19
～

20
年
の
条
約
改
正
会
議
を
経
て
、
懸
案
の
改
正
実
現
の
直
前
ま
で
こ
ぎ
着
け
な
が
ら
、

改
正
内
容
の
「
漏
洩
」
に
よ
っ
て
強
硬
な
反
対
論
が
勃
興
す
る
と
閣
内
意
見
は
乱
れ
、

井
上
自
ら
提
案
し
、
締
盟
各
国
も
合
意
し
た
改
正
案
の
撤
回
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
明
治

20
年
９
月
17
日
、
引
責
辞
任
し
た
。

　

井
上
の
敗
因
が
「
極
端
」
な
欧
化
主
義
で
あ
っ
た
こ
と
―
―
少
な
く
と
も
多
く
の

者
の
目
に
そ
う
映
っ
て
い
た
こ
と
―
―
は
明
白
で
あ
る
。
後
の
政
府
公
式
見
解
は

「
今
に
し
て
顧
み
れ
ば
結
果
は
却
て
日
本
に
お
け
る
国
家
主
義
者
を
刺
戟
し
却
て
条
約

改
正
事
業
を
困
難
な
ら
し
め
た
形
跡
は
否
ま
れ
な
い
」
と
冷
静
だ
が
、
実
態
は
社
会

騒
乱
寸
前
の
状
況
だ
っ
た
。

　
　

 　
〔
明
治
〕
廿
年
の
春
頃
に
は
、
政
府
の
欧
化
政
略
極
点
に
達
し
、〔
…
〕
朝
野

志
あ
る
者
、
斯
く
て
は
我
が
国
粋
を
失
う
て
、
国
家
の
基
礎
覆
へ
ら
ん
と
論
ず
る

者
続
出
し
、〔
…
〕
農
商
務
大
臣
谷
干
城
は
、〔
…
〕
国
粋
保
存
の
説
を
唱
へ
て

曰
く
『〔
…
…
〕
閣
僚
諸
公
は
〔
…
〕
唯
外
人
の
歓
心
を
求
む
る
〔
…
〕
な
り
』

〔
…
〕
と
批
判
し
た
が
、
一
方
「
政
府
は
条
約
改
正
の
一
事
の
為
に
は
、
何
物

を
も
犠
牲
に
供
せ
ん
有
様
」
で
、「
国
事
を
挙
げ
て
生
色
の
間
に
溺
没
す
る
の
観
」

あ
る
、「
恥
晒
し
の
舞
踏
会
も
、
未
だ
外
人
の
心
を
収
む
る
に
至
ら
ず
し
て
、

却
つ
て
国
内
の
志
士
に
憂
憤
激
怒
せ
し
め
、
欧
化
政
略
の
弊
毒
を
攻
撃
し
、〔
…
〕

密
か
に
諸
大
臣
を
殺
戮
せ
ん
と
謀
れ
る
変
事
あ
り 

　

井
上
馨
を
辞
任
さ
せ
条
約
改
正
を
阻
止
し
た
反
政
府
勢
力
は
、
余
勢
を
駆
り
「
三
大

事
件
の
建
白
」
を
掲
げ
て
内
閣
打
倒
に
向
か
っ
た
。「
明
治
二
十
年
十
二
月
十
五
日
、

４
．「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
の
実
現
可
能
性  

 
 （

１
）
空
転
す
る
「
秘
法
」
│
│
明
治
26
、
７
年
の
条
約
改
正
論
争

　

明
治
26
年
２
月
、
内
閣
総
理
大
臣
・
伊
藤
博
文
は
懸
案
の
強
兵
策
・
建
艦
費
予
算

を
「
詔
勅
」
に
よ
っ
て
成
立
さ
せ
た
。
そ
の
強
引
な
議
会
対
応
は
反
政
府
勢
力
の

矛
先
は
一
斉
に
〈
条
約
改
正
〉
に
向
か
わ
せ
、
第
５
回
帝
国
議
会
の
一
大
争
点
と

な
っ
た
。

　

11
月
29
日
の
開
会
早
々
、
衆
議
院
で
は
議
長
・
星
亨
不
信
任
の
緊
急
動
議
が
可
決

さ
れ
た
。
動
議
提
出
者
の
安
部
井
磐
根
は
最
も
過
激
な
条
約
反
対
派
で
、
対
外
硬
派

結
社
「
大
日
本
協
会
」
の
設
立
者
で
あ
っ
た
。「
議
長
信
任
欠
乏
」
の
理
由
を
「
政
商

と
待
合
茶
屋
に
密
会
し
た
る
が
如
き
」
星
亨
の
不
品
行
と
し
た
が
、
条
約
改
正
に

邁
進
す
る
外
相
・
陸
奥
宗
光
に
近
い
議
長
・
星
の
追
放
が
底
意
に
あ
っ
た
。

　

目
論
見
に
成
功
し
た
安
部
井
は
、
12
月
19
日
「
現
行
条
約
励
行
建
議
案
」
を
提
起

す
る
。「
現
行
条
約
は
〔
…
〕
不
完
全
な
も
の
に
似
た
れ
ど
も
、
左
ま
で
国
権
を

害
す
る
」
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
条
約
改
正
反
対
理
由
を
口
に
し
た
と
た
ん
、
詔
勅

が
下
っ
た
。
安
部
井
を
演
台
に
置
き
去
り
に
し
て
、
衆
議
院
は
停
会
し
た
。

　

10
日
後
、
議
会
は
再
開
さ
れ
た
が
、
安
部
井
の
建
議
案
説
明
は
陸
奥
外
相
に
よ
っ
て

遮
ら
れ
る
。
陸
奥
は
開
国
進
取
の
方
針
が
「
維
新
以
来
の
国
是
」
と
断
じ
、
政
府
の

外
交
政
策
の
成
果
を
誇
示
し
、
直
近
の
情
勢
に
も
触
れ
、
明
治
25
年
に
内
地
を
旅
行

し
た
外
国
人
約
９
０
０
０
人
の
「
経
済
効
果
」
に
も
言
及
し
た
。

　
　

 　

其
筋
に
巧
者
な
る
人
よ
り
聞
く
に
、
其
外
国
人
一
人
前
が
凡
そ
五
百
円
ば
か
り

の
旅
費
若
く
は
小
遣
を
使
ふ
〔
…
〕
四
五
百
万
円
の
金
額
は
我
国
中
〔
…
〕
を

知
ら
ず
識
ら
ず
の
間
に
富
ま
し
て
居
る

　
　

 　

し
か
る
に
現
行
条
約
励
行
と
は
「
旧
幕
時
代
の
外
人
遮
断
主
義
に
外
な
ら
」

ず
、「
維
新
以
来
国
家
の
大
計
国
是
の
基
礎
た
る
開
国
主
義
に
反
対
す
る
も
の

で
あ
る
」
と
、
陸
奥
は
鉄
槌
を
下
し
、

　
　

 　

本
大
臣
は
政
府
を
代
表
し
て
言
ふ
、
到
底
彼
の
条
約
励
行
者〔
…
〕の
議
案
は
、

維
新
以
来
の
国
是
に
反
対
し
、
政
府
は
此
国
是
を
阻
格
す
る
も
の
に
対
し
て
は

之
れ
を
排
斥
す
る

　

と
言
い
捨
て
、
陸
奥
は
詰
め
寄
る
議
員
を
無
視
し
て
退
場
。
こ
こ
で
よ
う
や
く
、

安
部
井
の
出
番
と
な
る
が
、
再
び
停
会
の
詔
勅
が
下
る
。
さ
ら
に
翌
30
日
、
停
会
の

ま
ま
衆
議
院
は
解
散
し
、
安
部
井
の
条
約
励
行
案
は
廃
案
と
な
る
。
同
時
期
に
安
部
井

の
大
日
本
協
会
も
解
散
さ
せ
ら
れ
、
安
部
井
自
身
も
翌
年
の
総
選
挙
で
落
選
す
る
。

　

翌
明
治
27
年
５
月
16
日
、
第
６
回
帝
国
議
会
衆
議
院
の
冒
頭
、
総
理
大
臣
・
伊
藤

博
文
は
「
前
期
衆
議
院
解
散
の
止
む
こ
と
を
得
ざ
る
に
至
つ
た
の
も
〔
…
〕
此
励
行

法
案
」
の
せ
い
で
あ
る
。
可
決
さ
れ
れ
ば
「
其
余
響
の
及
ぶ
所
容
易
な
ら
ぬ
」
か
ら

だ
と
明
か
し
た
。
条
約
改
正
は
政
府
の
最
重
要
課
題
で
あ
り
「
此
事
を
成
し
遂
げ
る

た
め
に
は
総
て
の
障
碍
は
力
を
極
め
て
排
除
す
る
」
と
宣
告
し
、「
再
び
政
府
が
最
終

の
聖
断
を
仰
」
ぐ
事
態
と
な
ら
ぬ
よ
う
心
得
よ
、
こ
れ
は
「
脅
迫
を
致
す
の
で
は

な
い
〔
…
〕
諸
君
に
再
考
御
熟
稽
」
を
求
め
る
の
だ
と
恫
喝
し
、
如
何
な
る
質
問

に
も
「
私
は
答
え
ま
せ
ぬ
」
と
傲
然
と
―
―
そ
そ
く
さ
と
―
―
議
場
を
去
っ
た
。
議
院

側
は
総
理
が
「
喧
嘩
と
し
て
御
取
掛
り
に
な
る
」
な
ら
ば
と
、
翌
日
内
閣
弾
劾
の

「
上
奏
案
」
が
提
案
さ
れ
る
。
理
由
の
一
つ
は
「
励
行
案
を
以
て
攘
夷
的
〔
…
〕
と

云
ふ
は
誠
に
人
を
誣
ふ
る
の
甚
た
し
き
」
と
の
内
閣
の
不
当
な
侮
辱
だ
っ
た
。

　

こ
こ
で
い
う
条
約
励
行
と
は
―
―
当
然
な
が
ら
―
―
「
安
政
不
平
等
条
約
」
―
―

の
容
認
で
は
な
い
。「
条
約
の
規
定
以
上
に
種
々
国
権
を
障
害
せ
る
権
利
を
外
国
人
に

対
し
譲
歩
」
し
て
い
る
「
政
府
の
条
約
違
反
」
に
攻
撃
の
矛
先
が
向
け
ら
れ
、
条
約

ど
お
り
厳
密
に
居
留
地
規
則
や
遊
歩
規
程
等
を
「
励
行
」
す
れ
ば
、
困
窮
し
た
外
国

側
か
ら
対
等
条
約
へ
の
「
改
正
」
を
求
め
て
く
る
、
と
の
主
張
で
あ
る
。
一
見
ま
っ
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「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
が
国
策
と
し
て
成
立
す
る
に
は
、
外
国
人
の
自
由
な
旅
行

を
許
容
し
、
歓
迎
す
る
世
論
の
形
成
が
必
須
で
あ
る
。
し
か
し
条
約
改
正
に
関
す
る

限
り
、
執
筆
・
掲
載
時
点
（
明
治
21
年
前
後
）
さ
ら
に
は
数
年
後
の
目
標
年
（
明
治

26
年
ご
ろ
）
で
も
、
そ
の
気
運
が
芽
ば
え
る
ど
こ
ろ
か
「
嫌
外
・
排
外
」
を
叫
ぶ
国

（
権
）
論
が
燃
え
盛
っ
て
い
た
。
円
了
は
「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
を
「
世
間
未
た
其
の

説
を
主
唱
す
る
も
の
あ
る
を
見
ず
」
と
自
慢
し
た
が
、
主
唱
ど
こ
ろ
か
口
す
る
こ
と

自
体
が
危
険
な
状
況
で
あ
っ
た
の
だ
。
国
策
と
し
て
の
実
現
可
能
性
は
、
ほ
ぼ
皆
無

で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
こ
の
時
期
「
外
国
人
の
来
遊
促
進
」
に
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
た
者
は
、

円
了
の
他
に
は
誰
も
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
坐
な
が
ら
富
国
論
」
の
前
年
、
明
治
20
年
11
月
25
日
の
東
京
商
工
会
（
以
下
、

「
東
商
」）
例
会
で
「
欧
米
商
工
業
の
大
勢
」
と
題
す
る
講
演
が
行
わ
れ
て
い
た
。
演
者

は
三
井
物
産
社
長
・
益
田
孝
、
財
界
の
大
物
で
東
商
の
副
会
長
の
職
に
あ
っ
た
。
講
演

内
容
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、
円
了
が
「
想
出
せ
し
新
案
」
と
胸
を
張
っ
た
「
坐
な

か
ら
国
を
富
ま
す
の
秘
法
」
で
あ
っ
た
。

 

（
以
下
、
次
号
）

【
参
考
文
献
】

　

１
． 

井
上
円
了
「
坐
な
か
ら
に
し
て
国
を
富
ま
す
の
秘
法
」『
日
本
人
』
第
16
、
17
、
20
号
（
明
治
21
年
）

政
教
社
〈
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
会
第
三
部
会
編
『
井
上
円
了
研
究
（
資
料
集 

第
１
冊
）』（
昭
和

56
年
）
東
洋
大
学
〉

　

２
． 

井
上
円
了
「
日
本
宗
教
論
」『
日
本
人
』
第
１
、
４
、
６
、
７
、
８
、
12
号
（
明
治
21
）
政
教
社

〈
東
洋
大
学
井
上
円
了
研
究
会
第
三
部
会
編
同
上
書
〉

　

３
． 

井
上
円
了
『
欧
米
各
国 

政
教
日
記 

上
篇
』（
明
治
22
年
）
哲
学
書
院

　

４
． 「
第
五
回
帝
国
議
会 

衆
議
院
議
事
速
記
録
第
一
、一
八
、一
九
号
」『
官
報
号
外
』（
明
治
26
年
）
内
閣

官
報
局

　

５
． 「
第
六
回
帝
国
議
会 

衆
議
院
議
事
速
記
録
第
一
号
」『
官
報
号
外
』（
明
治
27
年
）
内
閣
官
報
局

　

６
． 

外
務
省
監
修
・
日
本
学
術
振
興
会
編
纂
『
条
約
改
正
関
係
日
本
外
交
文
書 

別
冊 

条
約
改
正
経
過

概
要 

附
年
表
』（
昭
和
25
年
）
日
本
国
際
連
合
協
会

　

７
． 

薄
田
貞
敬
撰
・
早
稲
田
大
学
編
集
部
編
『
通
俗
日
本
全
史
第
十
九
巻 

明
治
太
平
記 

下
』（
大
正
２

年
）
早
稲
田
大
学

二
府
十
八
県
の
壮
九
十
余
名
」
が
集
結
す
る
不
穏
な
動
き
が
表
面
化
す
る
と
、
政
府

は
「
二
十
五
日
の
夜
」
突
如
と
し
て
「
保
安
条
例
」
を
制
定
、
即
日
施
行
し
た
。

　

こ
の
条
例
は
「
治
安
妨
害
の
虞
あ
り
と
認
む
る
者
を
皇
居
の
三
里
以
外
に
退
去
を

命
ず
る
」
も
の
で
、
中
江
兆
民
・
星
亨
・
尾
崎
行
雄
を
含
め
「
六
百
余
人
」
が
東
京

か
ら
追
放
さ
れ
た
。
さ
ら
に
政
府
は
「
赤
坂
の
仮
皇
居
〔
…
…
〕
各
大
臣
官
邸
〔
…
…
〕

大
蔵
省
〔
…
…
〕
其
他
危
険
と
認
め
ら
る
ゝ
所
に
は
悉
く
軍
隊
を
配
置
」
し
、「
東
京

其
他
各
地
の
師
団
に
出
師
の
準
備
を
な
さ
し
め
」
た
。
明
治
20
年
末
の
帝
都
は
、
さ
な

が
ら
「
全
市
の
光
景
戦
場
の
如
」
き
と
な
っ
た
。

　

翌
年
２
月
１
日
、「
井
上
前
外
相
の
熱
心
な
慫
慂
に
よ
つ
て
在
野
改
進
党
の
首
領

大
隈
重
信
」
が
外
務
大
臣
に
就
い
た
。
か
つ
て
条
約
廃
棄
論
等
の
対
外
強
硬
説
を

主
唱
し
た
大
隈
は
、
こ
の
と
き
も
安
部
井
磐
根
ば
り
の
「
所
謂
条
約
励
行
主
義
」
を

振
り
か
ざ
し
、
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
と
内
地
開
放
は
一
体
不
可
分
、
最
恵
国
待
遇

条
項
の
適
用
は
条
件
付
き
、
さ
ら
に
今
や
立
憲
制
下
に
あ
る
帝
国
と
し
て
「
以
前
の

安
政
諸
条
約
な
ど
、
今
や
日
本
の
一
方
的
意
思
を
以
て
安
政
諸
条
約
廃
棄
す
る
の

権
限
が
あ
る
」
と
息
巻
い
た
。

　

大
隈
の
条
約
改
正
は
、
明
治
21
年
11
月
か
ら
国
別
個
別
交
渉
で
動
き
だ
し
た
。
米
国

は
「
率
先
殆
ど
鵜
呑
み
」
で
大
隈
案
に
同
意
し
、
他
国
と
の
交
渉
に
つ
い
て
も
「
対
外

的
に
は
成
功
を
見
る
こ
と
大
体
疑
い
な
き
」
と
思
わ
れ
た
。
こ
の
楽
観
を
破
壊
し
た

の
が
英
国
だ
っ
た
。
個
別
交
渉
を
拒
否
し
、
他
の
締
盟
国
に
も
自
国
へ
の
協
調
を
促
す

と
、
さ
ら
に
強
烈
な
一
撃
を
放
つ
。
な
ん
と
、
明
治
22
年
「
四
月
十
九
日
新
条
約
の

内
容
を
倫
敦
英
国
新
聞
に
発
表
し
」
た
の
で
あ
る
。

　

記
事
に
表
れ
た
大
隈
案
は
「
先
き
の
井
上
案
と
五
十
歩
百
歩
」
で
、「
天
下
の
有
志
」

は
一
読
す
る
や
「
我
国
家
を
外
人
に
蹂
躙
せ
し
む
る
条
約
」
と
激
怒
し
た
。
特
に

「
猛
烈
な
る
攻
撃
論
文
を
掲
げ
て
、
大
隈
を
罵
」
っ
た
の
が
「
国
粋
保
存
主
義
を

唱
へ
て
起
れ
る
日
本
新
聞
」
で
あ
っ
た
。
外
務
省
翻
訳
局
の
小
村
寿
太
郎
は
、
英
紙
の

リ
ー
ク
前
に
「
竊
に
之
を
日
本
新
聞
社
同
人
に
」
漏
ら
し
、
そ
の
後
も
「
秘
密
材
料

供
し
」
続
け
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
「
曩
に
井
上
馨
の
条
約
改
正
の
際
も
、
之
を
洩
せ
る

は
小
村
」
と
も
い
う
。
政
府
内
部
も
伏
魔
殿
の
観
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

新
聞
の
賛
否
は
二
分
、
こ
の
「
言
論
の
沸
騰
」
に
刺
激
さ
れ
て
「
実
行
運
動
漸
次

激
烈
」
と
な
っ
た
。「
天
下
は
、
改
正
賛
成
党
三
分
、
反
対
党
七
分
の
形
勢
」
と
な
り
、

「
内
地
開
放
」
に
つ
い
て
は
「
甚
だ
し
き
は
内
地
雑
居
の
結
果
民
俗
的
に
弱
い
日
本

人
は
優
勝
劣
敗
の
原
則
の
下
に
外
国
民
族
の
為
め
淘
汰
せ
ら
る
」
と
の
極
論
ま
で

現
れ
た
。

　

政
府
部
内
で
は
「
法
制
局
長
官
た
る
井
上
毅
」
も
反
対
に
回
り
、「
毎
日
政
府
内
の

秘
密
」
を
外
部
に
漏
ら
し
て
回
っ
た
と
い
う
。
閣
内
で
は
先
に
大
隈
案
に
賛
同
し
て

い
た
伊
藤
博
文
や
井
上
馨
も
「
変
心
」
し
、
条
約
改
正
に
関
す
る
閣
議
は
空
転
す
る
。

10
月
15
日
、
大
隈
の
要
請
で
御
前
会
議
が
開
か
れ
る
が
、
閣
内
は
ま
と
ま
ら
な
い
。

翌
16
日
、
枢
密
顧
問
官
が
条
約
改
正
中
止
を
奏
上
す
る
と
「
明
治
帝
〔
…
…
〕
中
止

の
事
に
、
御
決
慮
あ
り
」
と
の
感
触
を
得
た
。
す
わ
や
と
17
日
に
も
閣
議
が
開
催

さ
れ
る
が
、
大
隈
は
引
き
下
が
ら
な
い
。
続
く
翌
18
日
の
閣
議
で
、
よ
う
や
く
条
約

改
正
は
中
止
と
決
せ
ら
れ
た
。

　

こ
の
日
、
閣
議
終
了
後
の
午
後
５
時
、
失
意
の
大
隈
を
乗
せ
た
馬
車
が
外
務
省

正
門
を
通
り
か
か
っ
た
。
待
ち
伏
せ
た
玄
洋
社
社
員
・
来
島
恒
喜
が
爆
弾
を
投
げ

つ
け
、
馬
車
は
粉
砕
、
白
煙
の
中
に
大
隈
は
倒
れ
、
来
島
は
そ
の
場
で
自
害
し
た
。

大
隈
は
「
隻
脚
を
失
」
い
、
内
閣
は
倒
壊
し
た
。

　

来
島
の
葬
儀
に
は
「
遠
近
の
有
志
多
く
来
り
会
し
〔
て
〕
二
里
の
間
に
葬
列
続

〔
き
〕、
沿
道
の
貴
賎
老
若
皆
出
で
ゝ
之
を
弔
送
」
し
た
。
さ
ら
に
「
死
を
決
し
て
、

大
事
を
断
行
」
し
た
「
其
挙
を
壮
な
り
」
と
相
撲
甚
句
に
も
謳
わ
れ
て
、
九
州
一
円

の
「
歌
妓
等
皆
之
を
歌
は
ざ
る
を
恥
と
」
す
る
ほ
ど
、
当
時
の
世
に
も
て
囃
さ
れ
た
。

なかじま ・ けいすけ

奈良県立大学ユーラシア研究

センター特任准教授／副セン
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から見た 『平城遷都一三〇〇

年祭』」 『都市問題研究』 第60

巻11号（2008）、「もう一つの観光

資源論」『日本観光研究学会研

究発表論文集 No.29』（2014）、

「井上円了の国家構想」 『東洋

大学井上円了研究センター年

報 vol.26』（2018）、「南貞助論－ 

日本の近代観光政策を発明し

た男」 『日本観光研究学会研究

発表論文集 No.34』（2019）など。
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